
 

 

船橋中央自動車学校より お知らせ！ 

 

令和 8 年 4 月 1 日施行の「道路交通法の一部を改正する法律」により、 

普通免許の仮運転免許取得及び試験場での本試験（学科）受験の年齢要件が 17歳 6か月に引き下げられます。 

 

  ※これにより、お手続き・教習が早く出来るようになりました。入校を検討する際の参考としてください。               

 

 運転免許取得までの流れ 

 

    ：入校手続き       17歳 4か月以降  （年齢要件の２か月前から入校可）  

 

：第一段階教習開始 

 

：修了検定・仮免学科試験   17歳 6か月以降 受験可 

 

：合格 仮免許取得 

 

：第２段階教習開始 

 

：卒業検定（技能検定） 

 

：合格し教習所を卒業 

  

：試験場での本免学科試験 

   本試験に合格しても 18 歳の誕生日を迎えるまで免許証を手にすることはできません。      

注）本免許が交付されるまでの間は車を運転することはできません。 

 

：運転免許証の交付       18歳 誕生日以降 

  

  

 


